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●集団接種終了後の接種体制について ●

新型コロナワクチンの集団接種は、１０月３０日（土）の接種をもって
終了となります。
11月以降は、町立病院での個別接種を予定していますので、接種を希望

される方、新たに１２歳になる方、集団接種日程で２回目の接種ができな
かった方は、新型コロナワクチン専用回線（☎４８６－７３８３）にお問
い合わせください。

＜お問い合わせ先＞
標茶町ふれあい交流センター内 健康推進係
電 話 ０１５－４８６－７３８３

（コロナワクチン専用回線）
開庁時間 午前８時４５分～午後５時３０分

＜個別接種のおおまかな流れ＞
１．接種希望の申し込みをします。（専用回線 ☎４８６－７３８３）
２．接種日時については、こちらから連絡をします。
３．指定された日時で接種します。

●お問い合わせ先の変更について ●
「新型コロナワクチン接種お問い合わせセンター」０１２０－３０７－１０１
は、９月３０日をもって終了します。
今後は下記のお問い合わせ先をご利用ください。

●パソコンやスマートフォンでの予約終了について ●
９月３０日でＷＥＢや「新型コロナワクチン接種お問い合わせセンター」で

の予約は終了します。１０月以降ワクチン接種は下記へお申し込みください。

●これから１２歳を迎える子の接種について ●

１０月９日以降に生まれた方には、お誕生日が近づきましたら、順次接種券
を送付いたしますので、接種を希望される方は、接種券が到着後に下記へお問い
合わせください。



ワクチン接種に関する
人権の尊重について

新型コロナウイルスワクチンの接種は、強制ではありません。
接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。予防
接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応
リスクの双方についてご理解のうえ、自らの意志で接種を受けて
いただいています。

★体質や持病などの理由で接種を受けられない方もいます。
ワクチンを接種していない人に対して、接種を強制する
ことはやめましょう。

★ワクチンの接種の有無を問いただすことはやめましょう。
★ワクチンを接種していない人に対して、不利益な取り扱
いや差別的な言動をすることは許されるものではありま
せん。

ワクチンを接種して免疫がつくまでに１～２週間程度かかり、
免疫がついても発症予防効果は１００％ではありません。
そのため、ワクチン接種後も引き続き感染予防対策を継続しま
しょう。


